
 

  補 助 金 概 要 調 書 

補 助 金 名  米子市土地改良協会補助金 

所 管 部 課  経済部農林課 （TEL ２３－５２２１（直通）E-mail:nourin@yonago-city.jp ）  

補 助 対 象 者 米子市土地改良協会 

補 助 開 始 年 度 昭和４７年 

交 付 目 的  
土地改良区等の運営の共同化を図ることにより土地改良事業の適切かつ効率的な運

営を保持し、施設の管理運営等共同の利益を増進する。 

補 助 金 額 と  

過 去 の補助実績  

（  ）は一般財源額 

H １ ７年 度 実 績 H１８年度実績 H１９年度実績 H２０年度予算額 

24,843 千円
（24,843）千円

27,820 千円
（27,820）千円

25,450 千円 
（25,450）千円 

25,523 千円
（25,523）千円

補助事業の内容  

下記業務を実施する土地改良協会運営費の職員人件費を助成 

会員の行う土地改良事業に関する事務指導、並びに援助 

土地改良事業に係る調査及び研究 

土地改良事業に関して委託された事務 

 

補助事業に係る経費  

補助事業の全体経費                        ３５，０３０千円 

内 補 助対象経費                         ３５，０３０千円 

補助対象経費の内訳 

職員人件費 

給料１６，９１０千円、諸手当９，０３４千円、 

法定負担金３，５０９千円、退職積立金１，６２５千円、 

勤労者福祉会費４２千円 

補助金額の算出方法 

補助率、補助額 

の考え方 

人件費の１００分の 85 に相当する額を超えない範囲内 

で市長が定める額 

 

限 度 額 無 

補 助 金の財源等  

市単独 一般財源 ■     特定財源 □（               ） 

国県等

協調 

直接補助 □ 国  /  県  /   市  /   その他（       ） / 

間接補助 □ 国  /  県  /   市  /   その他（       ） / 

補助事業の効果及び 

効果の検証方法等 

土地改良事業の主体であり、農業用水路、ため池、農道等の土地改良施設を維持管

理している土地改良区の健全な運営を支援することにより、土地改良事業の推進と土

地改良施設の良好な管理を担保することができる。 

 

終期の設定 

（例外を適用する場合には

その理由等） 

 

無 ： 農業用水路、ため池、農道等公益的機能を有する土地改良施設を維持管理

している土地改良区の健全な運営を維持するために必要である。 

その他参考事項  

(過去の見直しの経過等) 

 

 

 

 

 


